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堀
口
蘇
山
氏
は
傳
通
院
本
木
活
字
板

『
大
般
若
經
解
説
』

(昭
和
三
十
七
年
九
月
刊
)

の
雜
纂
第
六
慱
通
院
と
西
光
庵
の
項
に
、

傳

通
院
大
佛
堂

の
堂
番
優
婆
夷
徳
本
は
、
大
佛
堂
の
西
北
隅
に
草
庵
を
自
費
で
建
立
し
、
大
佛
堂
の
内
外
の
清
掃
、
獻
燈
、
香
花
の
行
事

に
當

つ
た
。
參
詣
す
る
三
人
の
信
女
は
そ
の
行
相
を
仰

い
で
弟
子
と
な
り
、
行
者
の
宿
坊
に
止
住
す
る
よ
う
に
な

つ
た
。
後
行
者
の
滅

後
實
興
上
人
と
關
通
上
人
が
美
徳
を
賞
し
、
傳
通
院
の
西
南
方
に
當
る
大
窪
の
前
田
大
和
守
の
領
地
二
千
六
百
坪
を
行
者
の
遺
産
で
購

入
し
、
元
の
草
庵
を
移
轉
し
て
、
智
榮
等
三
人
の
優
婆
夷
と
こ
れ
に
移
住
す
る
に
至

つ
た
。
文
政
元
年

(
一
八

一
八
)
尾
張
津
島
の
貞

壽
寺
か
ら
蓮
忍
、
禪
壽
、
清
冷
、
隆
月
、
數
音
の
五
尼
は
來

つ
て
西
光
庵
に
永
住
し
、
同
三
年
春
に
は
三
尼
、
同
年
秋
四
人
が
來

つ
て

安
住
し
、
西
光
庵
は
僣
數
と
共
に
榮
え
た
が
、
總
て
尼
僭
は
尾
州
生
れ
で
、
貞
壽
寺
に
育
ち
、
持
戒
堅
固
、
幅
徳
圓
滿
の
比
丘
尼
衆
の

み
で
あ

つ
た
。
徳
本
に
仰
景
し
た
智
榮
等
の
優
婆
夷
は
遠
來
の
尼
僣

に
よ
く
仕
え
た
と
述
べ
、
今
日
の
東
京
都
新
宿
區
東
大
久
保
西
觴

光
庵
の
開
基
徳
本
と
そ
の
濫
觴
の
經
偉
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

劉
又
同
氏
は
中
外
日
報
に

「
こ
の
嚴
し
い
目
-
律
を
修
し
た
女
僭
、
徳
本
行
者

の
肖
像
1
」

(昭
和
三
十
九
年
九
月
三
十
日
所
載
)
と

徳
本
行
者
に
つ
い
て

一



二

題
し
、
徳
本
は
閣
通
上
人
の
化
導
の
下
に
律
行
を
修
し
、
畜
髪

の
ま
ま
優
婆
夷

の
資
格
を
得
た
と
し
、
そ
の
時
期

を
關
通
上
人
が
江
戸

下
町
ム
ユ
尸
に
獅
子
吼
庵
を
創
建
し
た
時

(
一
七
四
〇
)
に
比
定
せ
ら
れ
、
そ
の
生
所
は

「
江
州

の
奥
深

い
山
の
中
」
と
し
て
い
る
。
肖

像
書
を
通
し
て
堀
口
氏
は

「男

の
姿
か
と
疑
わ
れ
る
、
そ
れ
ほ
ど
猛
々
し
い
顔
面
の
表
情
、
ま
さ
し
く
男
が
忿

つ
た
時
の
怒
り
顔
、
そ

れ
も
並
大
抵
の
忿
怒
の
顔
で
は
な
い
。
激
昂
悲
憤
頂
天
極
致
の
物
凄
い
顔

の
表
情
」
と
看
取
し
、

「
こ
の
顔
は
女

で
あ
つ
た
。
し
か
も

老
媼
の
姿
で
あ
り
、
そ
し
て
婆
婆

の
驚
き
の
眼
、
び
つ
く
り
し
た
愕
き
の
面
相
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
原
因
を

「暴
漢
に
襲
れ
倒
れ
た

無
慚

の
夫
君

の
姿
」

の
思
出
と
な
し
て
い
る
。
こ
の
一
文
中
に

「日
本
佛
教
史
上
ウ
バ
イ
と
し
て
先
ず
第

一
位
の
偉

い
女
」
と
し
乍
ら
、

肖
像
は

「行
者

の
忍
辱
衣

の
餘
分

の
茶
色
染

の
裂
に
寫
實
的
に
描

い
た
」
僭
形
に
よ
り
、
ウ
バ
イ
徳
本
を
女
僣
と
表
現
せ
ざ
る
を
得
な

い
矛
盾
し
た
結
果
に
陥

つ
て
い
る
。

⇒

堀
口
氏
は

「
い
や
し
く
も
戒
衣
を
著
し
、
律
法
に
座
し
て
修
法
に
勵
ん
で
い
る
人
が
、
怒
憤
の
悪
相
を
示
す
も

の
で
は
な
い
。
持
戒

守
律

の
賢

い
聖
者
が
阿
修
羅
の
悪
相
を
示
す
と
は
、
常
識
的
に
考
え
ら
れ
な

い
」
と
斷
定
し
、
女
を
前
提
と
し
て
觀
察
せ
ら
れ
た
の
で

「男
の
姿
か
と
疑
わ
れ
る
」
と
、
男
な
れ
ば
首
肯
せ
ら
れ
る
表
情
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
諸
點
を
踏
え
て
私
見
を
進
め
た
い
。

堀
口
氏
は

「徳
本
の
肖
像
謁
は
江
州
澄
禪
律
院
に
保
存
」
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
註
記
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
澄
禪
寺
の
肖
像
藹
の
裏

書
の
銘
文
に
よ
れ
ば
、

「徳
困

上
人
略
傳
」
と
あ
り
、
男
性
な
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
全
文
は
左
の
如
く
で
あ

る
。

上
人
名
徳
本
南
紀
産
也
自
幼
深
修
念
佛
歳
十
六
隱
干
山
中
而
絶
人
跡
二
十
畭
年
斷
食
苦
行
遂
得
三
昧
發
得
也
矣
爾
後
出
山
住
于
攝
之

勝
尾
寺
衆
皆
奇
之
上
人
嘗
慕
澄
禪
和
尚
遺
跡
偶
來
干
江
之
平
子
村
近
隣
民
俗
爲
之
結
宇
於
山
上
名
日
瑞
華
莽
上
人
停
止
數
月
復
將
辭



去
於
是
其
徒
乞
余
寫
上
人
照
余
時
有
微
恙
因
使
輔
長
代
之
輔
長
云
凡
寫
像
在
使
永
世
不
朽
其
身
也
自
須
其
緝
寧
箋
又
云
往
見
有
髪
則

憔
悴
枯
槁
焉
今
又
薙
髪
則
獪
潤
壯
乎
今
之
所
寫
要
在
佛
家
全
像
余
日
然
今
對
此
像
蕕
侍
其
左
右
矣
豈
不
愉
快
哉
余
也
雖
不
其
徒
聊
書

姶
末
附
之
口
不
爲
無
因
也

文
化
丙
寅
春
三
月

淇
竹
居
士
前
川
充
謹
識
圃
囮
國

と
あ
つ
て
、
こ
の
書
像
は
文
化
三
年
三
月
、
徳
本
が
江
州
平
子
澄
禪
寺

(瑞
華
庵
)
巡
化
後
ニ
ケ
月
に
し
て
製
作

せ
ら
れ
た
も
の
で
、

上
人
四
十
九
歳
の
照
影
で
あ
る
。
更
ら
に

『
徳
本
上
人

一
代
記
』

一
卷
が
澄
禪
寺
に
襲
藏
せ
ら
れ
て
い
る
。
本
文

は
文
化
三
年
の
江
州

巡
化
の
記
事
に
終
り
、
附
録
と
し
て

「攝
津
國
勝
尾
寺
徳
本
上
人
出
生
井
念
佛
修
行

一
件
、
江
戸
寺
杜
御
奉
行
江
書

上
之
寫
」
と
、
「攝

津
國
勝
尾
寺
徳
本
上
人
樣
從
紀
州
樣
御
招
請
有
之
、
文
化
九
申
年
五
月
申
旬
勝
尾
寺
よ
り
御
召
被
遊
候
事
」、

及
び
道
詠
二
十
二
首
が

納
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
が
當
寺
に
傳
え
ら
れ
て
い
る
縁
由
に
つ
い
て
は
、
本
文
の
末
尾
に

「徳
本
上
人
御
弟
子
本
應
上
人
日
課
弟
子

崇
譽
隆
教
求
之
平
子
山
什
物
二
上
ル
」
と
あ
り
、

紀
州
往
生
寺
に
は

『徳
本
上
人

一
代
記
繪
傳
」
二
卷
が
藏
せ
ら
れ
、
繪
傳
の
作
者
は
、

寺
傳
で
は
當
寺
第
十

一
世
空
譽
靈
眞
大
徳
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
徳
本
行
者
傳
三
卷
成
立
以
前
に
、

一
代
記

一
卷
の
完
本
が

存
在
し
た
こ
ど
が
知
ら
れ
る
。
よ

つ
て
澄
禪
寺
本
は

一
代
記
の
藍
本
と
考
え
ら
れ
、
前
掲
の
略
傳
と
共
に
徳
本
傳

の
最
古
の
も
の
と
し

て
差
支
え
あ
ま
い
。

肖
像
書
銘
文
及
び

一
代
記
に
よ
れ
ぼ
、
そ
の
生
所
は
紀
州
の
産
で
あ
る
こ
と
は
、
多
言
を
要
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
更
に

一
代
記

に
よ
れ
ば

「眼
に
重
瞳
あ
り
、
雙
眸
か
が
や
け
る
こ
と
暗
夜
の
星
の
如
し
」
と
あ
る
の
で
、
驚
き
の
眼
と
堀
口
氏

の
言
う
眼
光
は
、
先

天
的
で
あ

つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
略
傳
の

「歳
十
六
隱
于
山
中
而
絶
人
跡
二
十
餘
年
斷
食
苦
行
遂
得
三
昧
發
得
也
」
の
記
事
は
、
二

十
餘
年
斷
食
苦
行
の
結
果

「憔
悴
枯
槁
」
の
相
貌
と
な
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
修
行
は
多
く

「書
夜
不
臥
裸
身

の
上
に
麻
の
七
條
袈

徳
本
行
者
に
つ
い
て

三



四

裟

斗
り
着
用
致
、

一
日
之
食
事
は
空
豆
の
粉

一
合
宛
殊
に
獨
行

の
儀
に
御
座
候
得
は
除
髪
も
不
仕
其
儘
に
て
念
佛
修
行
仕
候
」
と

一
代

記

に
あ

つ
て
、
寸
蔭
を
惜
ん
で
念
佛
し
た
結
果
、
長
髪
と
な

つ
た
の
が
、
享
和
三
年

(
一
八
〇
三
)
九
月
、
四
十

六
歳
の
秋

「京
都
東

山
如
意
寺
に
て
念
佛
修
行
仕
罷
在
候
所
長
髪
に
て
は
異
形
に
御
座
候
故
同
斷
鹿
ケ
谷
法
然
院
に
て
除
髪
仕
候
」
と
あ
る
口
上
書
の
記
述

に
よ
つ
て
、
略
傳
の
作
者
淇
竹
居
士
は
、
除
髪
の
前
後
兩
度
、
面
謁
の
機
會
を
持

つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
の
生
所
、
性
別
、
住
所
等

の
記
述
に
は

一
點
の
疑
う
餘
地
が
な
い
。

徳
本
が
閣
東
に
下
向
し
た
の
は
享
和
三
年
冬
、
傳
通
院
智
嚴
貫
主
よ
り
宗
戒
兩
脈
、
布
薩

の
法
式
を
受
け
る
目
的

の
た
め
で
あ
つ
た
。

翌
文
化
元
年
は
日
光
に
參
拝
し
、
歸
途
東
漸
寺
を
訪
れ
て
い
る
の
で
、
な
お
江
戸
に
滞
留
し
た
と
推
定
せ
ら
れ
る
が
、
文
化
二
年
江
州

平
子
山
に
巡
錫
し
た
の
は
勝
尾
寺
か
ら
で
あ

つ
た
こ
と
は
、

『
徳
本
行
者
入
來
日
記
』

(滋
賀
日
野
信
樂
院
藏
)
及
び

一
代
記
に
明
ら

か
で
あ
る
か
ら
、
江
戸
滞
在
期
間
は
、
年
は
二
年
に
跨

つ
て
い
る
が
、
比
較
的
短
期
間
で
あ
る
。
再
度
關
東
化
盆

に
赴
い
た
の
は
文
化

十

一
年

(
一
八

一
四
)
で
あ
つ
て
、
六
月
傳
通
院
内
清
淨
心
院
に
入
つ
て
い
る
。
滞
在
期
間
は
文
化
十
三
年
二
月
ま
で
に
及
ぶ
長
期
間

で
あ
つ
て
、

つ
い
で
北
國
化
盆
に
出
で
、
更
に
文
化
十
四
年
、
、一
行
院
を
捨
世
道
場
と
し
て
留
錫
す
べ
き
命
を
受
け
て
入
り
、
翌
年
九

月
痰
疾
悪
化
し
、
十
月
六
日
平
臥
高
聲
念
佛
し
て
命
終
し
た
。

こ
の
時
本
律
、
本
辨
よ
り
紀
州
往
生
院
主
宛
の
上
人
の
往
生
を
報
ず
る
書
翰
中
に
、

「
即
葬
式
は
當
九
日
相
濟
申
候
、
右
當
日
に
は
、

大
僣
正
樣
思
召
に
よ
り
御
燒
香
に
御
來
爲
遊
候
、
其
他
檀
林
方
始
府
内
は
不
申
及
近
國
の
寺
院
方
相
集
候
事
、
檢

に
暇
御
座
な
く
候
、

尚

又
兩
御
丸
三
ツ
殿
御
三
家
御
代
參
を
始
、
諸
寺
方
貴
賤
の
老
少
群
集
致
、
悲
歎
落
涙
と
共
に
稱
名
の
聲

い
と
哀

み
覺
え
候
、
奪
骸
は

即
ち
院
内
に
奉
葬
候
」
と
あ
る
。
以
上
を
總
合
し
て
徳
本
は
南
紀
を
中
心
と
し
て
修
行
時
代
を
送
り
、
攝
津
及
び
江
戸
を
中
心
ど
す
る

教
化

の
年
代
及
び
終
焉
埋
葬
の
地
等
に
つ
い
て
は

一
點
疑
う
餘
地
も
な
い
。



タ偉

徳
本
行
者

一
行
院
規
約
三
十
五
ケ
條
申
第
三
十
五
條
に
は

當
院
ノ
再
營
ソ
ノ
發
軫

一
橋
亜
相
大
君
ノ
嚴
旨

二
在
リ
故

ニ
モ
シ
予
ヲ
以
テ
此
院
ノ
中
興
開
山
ト
セ
ハ

大
君
ヲ
申
興
ノ
大
檀
越
ト
仰
キ

御
武
運
長
久
ノ
漑
疇
時
々
鄭
重
ナ
ル
ヘ
シ
且

慈
徳
院
殿

嚴
恭
院
殿

ハ
予

二
遇

ス
ル
蔓
尤
厚
シ
亦
當
院
ノ
再
營

二
縁
ア
リ
須
ク
各

紳
牌
ヲ
安
置
シ
奉
リ
回
願
眞
實
ナ
ル
ヘ
シ

と
あ
る
。
澄
禪
寺
藏
せ
ら
れ
る

「
一
行
院
規
約
」
は
美
濃
紙
袋
綴
り
全
十

一
紙
で
あ
つ
て
、
序
分
の
全
文
は

襁
院
共
居
ノ
衆

二
告

ス

夫

一
樹

ノ
陰

二
宿
リ

一
河

ノ
流
ヲ
汲
モ
多
生
ノ
縁
ト

況
ヤ
同
瓧

二
居

シ
テ
同
ク
願
海

ノ
波

二
浴

ス
ル
ヲ

ヤ
是
多
生
曠
劫
ノ
因
縁

二
非

ス
シ
テ
何
ソ
ヤ

須
ク

一
衆
同
居

水
乳
和
合

シ

親
眤
少
欲
知
足

ニ
シ
テ
名
利
ヲ
忘
レ

淡
薄
ヲ
甘

シ
テ
與

二
出
家
遁
世

ノ
心
操
ヲ
抖
撒

シ

往
生
淨
土
ノ
行
業
ヲ
策
進

ス
ヘ
シ

徒

二
世
情

二
移
リ
テ
互

二
得
失
ヲ
是
非

シ

同
舟
凌

海

ノ
ウ

ヘ
ニ
諍
論

ノ
波
瀾
ヲ
起

シ

曠
劫

ノ
良
縁
ヲ
ム
ナ
シ
ク
ス
ヘ
カ
ラ
ス

と
あ
り
、
末
尾
の

一
文
は

予

一
橋
婀
大
君
ノ
奪
意
ヲ
奉
テ
江
府

二
客
タ
ル
夏
茲

二
年
ア
リ

此
故

二

う

増
上
寺
數
譽
大
僣
正
當
院
ヲ
以
テ
弟
子
本
佛

二
賜
り
貧
道
ヵ
所
ト
シ
玉

フ

爰

二
有
信
ノ
道
俗
相
寄
テ
堂
舎
ヲ
營
構

セ
シ
カ
バ
更

二

本
山
ノ
定
書
ア
リ

當
院
ヲ
以
テ
永
代
捨
世
寺
ト
シ

後
來

予
力
法
縁
ヲ
シ
テ
此
寺

二
住
持
セ
シ
メ
ヨ
ト

茲

二
因
テ
今
弟
子
某

徳
本
行
者
に
つ
い
て

五



六

甲

二
執
筆

セ
シ
メ

規
約
數
件
ヲ
製

シ
テ

永
ク
此
寺

二
鎭
セ
シ
ム

後
昆
宜
ク
此
旨
ヲ
領
知
シ
テ
淨
業
ヲ
相
續
シ

彼
誓
船

二
乘

テ
安
養

ノ
彼
岸

二
超
昇

ス
ヘ
シ

文
政
元
年
九
月

徳

本

花
押

と
あ
る
。
本
書
が
澄
禪
寺
に
傳
襲
せ
ら
れ
る
所
以
に
つ
い
て
は
、

右
江
戸
小
石
川
小
原
町

一
行
院

二
而
江
州
丸
茅
野
山
中
本
應
弟
ヱ
J甲
寫
之
者
實

二
文
政
七
甲
申
孟
夏

ニ
ナ
ン
有
氣
類

と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
恐
ら
く
徳
本
行
者
七
回
忌
の
法
要
に
、
江
戸
に
出
府
し
た
本
應
は
、
こ
の
機
縁
を
利
用
し
て
、
淨
寫
し
、
澄
禪

寺
に
も
永
代
遵
守
す

べ
き
規
則
と
し
て
持
ち
歸

つ
た
も
の
と
推
考
せ
ら
れ
る
。
本
應

の
澄
禪
寺
入
寺
は
文
化
九
年
、
師
徳
本
と
訣
別
し

て
、
嘗
遊
し
た
有
縁
の
地
、
平
子
山
に
移
住
し
、
そ
の
教
化
は
近
江
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
遠
く
伊
賀
、
伊
勢
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ

る
。一

行
院
の
再
營
者
は
徳
本
で
あ
つ
て
、
そ
の
大
檀
越
は

一
橋
治
濟
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
は
、

一
行
院
規
約
に
述

べ
る
と
こ
ろ
に
よ
つ

て
明
瞭
で
あ
り
、
蔭

の
支
援
者
は
治
濟
公
の
側
室
於
富
方

(慈
徳
院
殿
)
及
び
治
濟
公
の
子
息
齊
敦

(嚴
恭
院
殿
)
の
歸
依
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

「當
院
ヲ
以
テ
永
代
捨
世
寺
ト
シ

後
來
予
力
法
孫
ヲ
シ
テ
此
寺

二
住
寺

セ
シ
メ
ヨ
」
と
の
許
状
を
得
た

一
行
院
の
教
團

的
地
位
性
格
は
、
捨
世
地
で
あ
り
、
そ
の
女
人
を
遇
す
る
こ
と
、
規
約
第
二
十

一
、
ご
、
三
條
に
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

一
在
家

ノ
徒

故
ナ
ウ
シ
テ
謾

二
厨
坊
衆
寮
等

ヱ
出
入

セ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス

殊

二
婦
人

ニ
ヲ
イ
テ
ハ
本
堂
書
院

ヲ
限
ト
シ
其
ノ
餘
ノ

坊
中

ニ
ハ
堅
ク
禁
制
タ
ル
ヘ
シ

一
寺
門
尼
女
ノ
出
入

朝
六
ッ
半
時

ヨ
リ
暮
七
ツ
時
ヲ
限
リ
ト
ス
ヘ
シ

一
假
令
親
屬
法
縁
タ
リ
ト
モ

尼
女

二
親
近
ス
ル
古又
ヲ
得
サ
レ

止
悪
ノ
術

ハ
偏

二
其
境
ヲ
避
ル
ニ
ア
リ

破

戒
ノ
因
縁
墮
落

ノ
根



本
タ
リ

深
ク
怖

レ
遠
ク
ヘ
シ

此
等
に
よ
り

一
行
院
が
、
ウ
バ
イ
徳
本
を
中
興
開
山
と
す
る
尼
寺
で
な
い
こ
と
は
多
言
を
要

し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

四

一
行
院
徳
本
は
規
約
第
三
十
四
條
に

「當
院
常
在

ヨ
リ
諸
方
散
在
ノ
弟
子
等
迄

若
安
心
僻
越
シ
テ
邪
路

二
趣
キ

行
儀
異
ヲ
ア
ラ

ハ
シ
テ
利
名

二
走
ル
者
ア
ラ
ハ

上
坐
老
輩

ヨ
リ
早

フ
嚴
誠
ヲ
ク
パ
フ
ヘ
シ

モ
シ
ソ
ノ
教
諭
ヲ
聞
テ
速

二
改
悔

セ
ス
ン
ハ

須
ク
三

衣
ヲ
腕
却

セ
シ
メ

其
度
縁
ヲ
奪
テ
是
ヲ
擯
出

ス
ヘ
シ

正
法
弘
通
ノ
障
リ
出
離
生
死
ノ
怨

是
ヨ
リ
大
ナ
ル
ハ
ナ
シ

更

二
獪
豫
ヲ

ナ
ス
支
ナ
カ
レ
」
に
よ
り
知
ら
れ
る
如
く
、

一
行
院
本
佛
を
始
め
、
多
く
地
方
に
散
在
す
る
弟
子

(男
性
)
を
擁
し
、
宗
戒
兩
脉
布
薩

戒
の
相
承
者
で
あ
つ
て
、
ウ
バ
ソ
ク
で
も
ウ
バ
イ
で
も
な
い
、
三
衣
被
着
許
可
の
男
僣
で
あ
る
。

し
か
る
に
稍
々
時
代
を
異
に
す
る
が
、
同
名
の
徳
本
が
傳
通
院
内
に
住
し
、
そ
の
死
後
小
庵
が
東
大
久
保
に
移
轉
せ
ら
れ
、
規
模
が

擴
張
せ
ら
れ
て
西
光
庵
と
な
つ
て
現
在
に
至

っ
て
い
る
。
こ
の
西
光
庵
開
基
徳
本
は
、
そ
の
本
名
は
明
ら
か
で
な
く
、
徳
本
と
は
そ
の

行
履
に
よ
つ
て
與
え
ら
れ
た
時
人
の
尊
稱
で
あ
ろ
う
。

僣
名
徳
本

(
一
行
院
中
興
)
と
尊
稱
徳
本

(西
光
庵
開
基
)
の
二
者
が
、
そ
の
徳
本
の
名
に
よ
つ
て
兩
者
が
混
同
せ
ら
れ
、

一
行
院

徳
本

の
肖
像
謁
を
西
光
庵
徳
本

の
照
影
と
斷
定
せ
ら
れ
た
こ
と
に
、
堀
口
氏
の
所
論
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
。
堀

口
氏
が
申
外
紙
上
に

提
載
せ
ら
れ
た
肖
像
齧
と
、
同
巧
異
曲
の
版
木
が
澄
禪
寺
に
襲
藏
せ
ら
れ
、
た
だ
題
讃
の
名
號
と
徳
本
の
こ
字
が

一
行
を
な
す
か
、
二

行
に
署
名
せ
ら
れ
る
か
の
相
違
の
み
で
あ
る
。
こ
の
題
讃
の
名
號
と
署
名
、
落
款
は

一
行
院
徳
本
の
獨
創
的
な
風
格
筆
法
で
あ

つ
て
、

澄
禪
寺
襲
藏

の
肖
像
書
、
そ
の
他
各
地
に
散
見
す
る
名
號
石
の
名
號
と
同

一
で
あ
る
こ
と
は
、
動
か
す
こ
と
の
出
來
ぬ

一
行
院
徳
本
の

徳
本
行
者
に
つ
い
て

七



八

筆
蹟
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
徳
本
は
自
身
の
用

い
た
落
款
の
意
を
、
そ
の
道
詠
に

鬼
く
だ
く
心
を
丸
く
田

の
中
に

南
無
阿
彌
陀
佛
と
月
の
お
も
か
げ

と
明
ら
か
に
し
て
い
る
。到

以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
西
光
庵

の
起
原
に
關
す
る
歴
史
的
事
實
は
動
か
す
こ
と
得
な
い
し
、
又
そ
の
徳
本
の
開
基
し
た
寺
院
が
現
存

す
る
事
實
は
否
定
す
る
こ
と
を
得
な

い
。
又

一
行
院
の
中
興
徳
本
の
行
歴
は
天
下
周
知
の
事
實
で
あ
る
。
故
に
徳
本
二
人
在
生
説
が
成

立
し
、
西
光
庵
徳
本
は
ウ
バ
イ
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
開
基
の
寺
院
が
尼
僭
寺
院
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
首
肯
せ
ら
れ
る
が
、

一
行
院
徳

本
と
の
混
同
は
許
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
堀
口
氏
が
眼
幅
を
得
ら
れ
た
徳
本
の
肖
像
は
そ
の
題
讃
か
ら
推
し
て
、

一
行
院
徳
本
で
あ
る
こ

と
は
自
明
の
事
實
と
す
べ
き
で
あ
る
。

〈
資

料
V

一
行
院
規
約

三
十
五
ケ
條

當
院
共
居
ノ
衆

二
告

ス

夫

一
樹

ノ
陰

二
宿
リ

一
河
ノ
流
ヲ
汲
モ

多
生
ノ
縁
ト

况
ヤ
同
祗

二
居

シ
テ
同

ク
願
海
ノ
波

二
浴

ス

ル
ヲ
ヤ

是
多
生
曠
劫

ノ
因
縁

二
非

ス
シ
テ
何
ソ
ヤ

須
ク

一
衆
同
居

水
乳
和
合
シ

親
眤
少
欲
知
足

ニ
シ
テ

名
利
ヲ
忘
レ

淡
薄
ヲ
甘
シ
テ

與

二
出
家
逅
世

ノ
心
操
ヲ
抖
鐓

シ

往
生
淨
土
ノ
行
業
ヲ
策
勵

ス
ヘ
シ

徒

二
世
情

二
移
リ
テ

互

二
得
失
ヲ
是

非

シ

同
舟
凌
海

ノ
ウ
ヘ
ニ

諍
論
ノ
波
瀾
ヲ
起

シ

曠
劫
ノ
良
縁
ヲ
ム
ナ
シ
ク
ス
ヘ
カ
ラ
ス



一

内

ニ
ハ
堅
ク
佛
組
ノ
戒
易
ヲ
守
リ

外

ニ
ハ
王
法

ノ
禁
令
ヲ
愼

ム
ヘ
シ

敢
テ
緩
漫
ナ
ル
事
ヲ
得
サ
レ

一

戒
律
ヲ
護
持

ス
ル
事

ハ

佛
門

ノ
通
範

列
租
ノ
佳
躅
タ
リ

苟
釋
氏
子
ト
稱

セ
シ
モ
ノ

誰
力
是
ヲ
忽
緒

ニ
セ
ン

若
剃
髪
入

道

セ
ン
輩

ハ

必
盡
形
壽
ノ
八
齋
戒
ヲ
誓
約
シ

且

ハ
梵
網
ノ
大
戒
ヲ
受
隨
ス
ヘ
シ

廢
立
爲
正
ノ
別
則

二
誇

テ

持
戒
念
佛
ノ
通

規
ヲ
謾
蔑

ス
ヘ
カ
ラ
ス

一

居
ノ
常
カ
ナ
ラ
ス

衫
裙
袈
裟
ヲ
被
着

ス
ヘ
シ

裸
形
ナ
ル
蔓
ナ
カ
レ

導
師

ノ
傳

二
日
ク

洗
浴
ヲ
除
テ
外

曾
テ
衣
ヲ
脱

セ

ス
ト

苟
モ
流
ヲ
汲

モ
ノ

學

セ
ス
ン
ハ
ア
ル

ヘ
カ
ラ
ス

一

院
内

ノ
階
班

寺
主
知
古
又
ヲ
上
坐
ト
シ

其
畭
者
總
テ
受
戒
次
第
ナ
ル
ヘ
シ

一

袈
裟
ヲ
着

ス
ル
ノ
法

惣
テ
大
中
小
ヲ
論

セ
ス

右
ノ
角
ヲ
モ
ツ
テ
左
ノ
肩

二
覆
ヒ

偏
祖
右
肩

ニ
シ
テ

上
古
ノ
正
儀
ヲ
慕

フ

ヘ
シ

一

尋
常
別
時

ノ
法
要
堅
ク

宗
祗
大
師
廢
立
爲
正

ノ
庭
訓
ヲ
守
テ

一
向
專
修
ノ
但
念
佛
ヲ
勵
修

シ

決
テ
餘
行
ヲ
修

ス
ヘ
カ
ラ
ス

若
禮
拝
セ
ン
ニ
モ

ロ
唯
名
號
ヲ
擧
揚
シ

敢
テ
餘
文
ヲ
唱
セ
サ
レ

一

長
時
ノ
行
法
ハ
羇

嫣

日
中
翡

日
没
齎

初
夜
嬲

姻
刋
ハ
勢

騙

饕

砦

竕

後
夜
觴

甥

発

牝
艱

継

誠

月
ノ

五
時

二
昇
堂
集
會
シ
テ

修
行
ス

ヘ
シ

其
時
刻

二
至
ル
毎

二

知
殿
如
法

二
作
相
シ

大
衆
作
相
ヲ
聞

ハ

衆
務
ヲ
サ
シ
ヲ
イ
テ

先
昇
堂
ヲ
ス
ヘ
シ

必
暹
滞
ア
ル

ヘ
カ
ラ
ス

一

稱
名
念
佛
字
々
分
明

ニ
シ
テ

愼
テ
訛
略
ス
ル
隻
ヲ
得
サ
レ

萬
徳
所
歸
ノ
要
行

若
訛
略
ス
ル
時

ハ

往
業

ヲ
成
セ
サ
ル
耳
ナ

ラ
ス

却
テ
罪
禍
ヲ
招
ク
ヘ
シ

須
ク
切

二
心
ヲ
用

ユ
ヘ
シ

一

集
會
念
佛
ノ
時

勵
修
ノ
勢

二
乘

シ
テ

殊
更

二
躰
ヲ
動

シ

首

ヲ
振

テ
威
儀
ヲ
失

ス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ

其
餘

ノ
機
嫌

怖
レ
謹

ム
古又
ヲ
シ
ル
ヘ
シ

一

檀
家
ノ
葬
送

追
輻
ノ
法
要
等

總
テ
念
佛
回
向
ヲ
專
ト
シ

別

二
讀
誦
等
ヲ
用

ユ
ヘ
カ
ラ
ス

徳
本
行
者
に
つ
い
て

九



一
〇

一

本
尊
ヲ
ハ
恒

二
眞
佛

ノ
想
ヲ
ナ
シ

恭
敬
尊
重

シ
奉

ヘ
シ

若

コ
コ
ニ
ヲ
イ
テ
不
敬

ノ
念
ヲ
生

セ
ハ

魔
縁
起
テ
伽
藍
衰
廢

ス
ヘ

シ
一

佛
前

ノ
香
華
燒
燭
等

ノ
供
養

惣

テ
カ
ヲ
竭

シ

志
ヲ
運

シ
テ
是
ヲ
調
理

シ

誠
心
供
養
シ
奉
ル

ヘ
シ

曾

テ
顧
惜
ノ
思
ヲ
生
シ

或

ハ
他

ノ
見
聞
ヲ
カ
サ
ル
事
ヲ
念

ス
ヘ
カ
ラ
ス

一

佛
前
供
養

ノ
香
華
蟷
燭
茶
菓
等

時
々
新
淨
ナ
ル
ヲ
獻
備

シ

古
物
殘
物
ヲ
用

ユ
ヘ
カ
ラ
ス

一

當
院

ノ
再
營

ソ
ノ
發
軫

一
橋
亜
相
大
君
ノ
嚴
旨

二
在
り

故

ニ
モ
シ
予
ヲ
以
テ
此
院
ノ
中
興
開
山
ト
セ

ハ

大
君
ヲ
申
興
ノ
大
檀
越
ト
仰
キ

御
武
運
長
久
ノ
靦
濤

時
々
鄭
重
ナ
ル

ヘ
シ

且

慈
徳
院
殿

嚴
恭
院
殿

ハ
予
二
遇

ス
ル
古
又尤
厚

シ

亦
當
院
ノ
再
營

二
縁
ア
リ

須
ク
各

紳
牌
ヲ
安
置
シ
奉
り

回
願
眞
實
ナ
ル

ヘ

シ

一

當
院
再
構
執
務
ノ
僣
俗

淨
財
棄
捨
ノ
檀
主
等

過
現
ノ
名
ヲ
記
録
シ

回
願
懇
懃
ナ
ル
ヘ
シ

一

半
月
ノ
布
薩

時
々
ノ
別
行

懈
怠
ナ
ク
執
行
ス
ヘ
シ

常
在
ノ
僭
侶

ハ
例
月
布
薩

近
國
散
在
ノ
弟
子
等

正
五
九
月
ノ
汁
九

日
ヲ
定
日
ト
シ
テ
集
會
イ
タ
シ

布
薩
ヲ
行

セ
ヨ

若
畭
縁
ア
リ
テ
出
席
シ
カ
タ
キ
モ
ノ
ハ

預
ソ
ノ
由
ヲ
許

フ
ヘ
シ

恣

二
闕
席

セ
ハ

永
ク
法
眷
ヲ
省

ヘ
シ

一

淨
業
ノ
餘
暇

ニ
ハ

選
擇
集

三
心
要
集

御
傳
語

燈
録

三
部
ノ
假
名
抄

教
誠
律
儀

圓
戒
隣
蒙

淨
觸
法
要
等
ノ

近

キ
疏
鈔
ヲ
披
閲
シ

自
己
ノ
心
行
實
地
ヲ
踏
ヤ
否
ヤ
鑒
知
ス
ヘ
シ

博
學
多
聞
ヲ
縡
ト
シ
テ

淨
業
ヲ
妨
事
許

サ
ス

一

切
要

ノ
蔓

ニ
ァ
ラ
ス
ン
ハ

猥

二
寺
門
ヲ
出

ヘ
カ
ラ
ス

若
縁
事
ア
ツ
テ
他
行
セ
ン
時

ハ

必

ス
寺
主
知
事

二
白

ス
ヘ
シ

事
辨

セ
ハ
速

二
還
レ

流
逸

ス
ル
古
又
ヲ
得
サ
レ

一

假
令
法
眷

ノ
坊
舎
タ
リ
ト
モ

故
ナ
ク
シ
テ
投
宿

ス
ル
夏
ヲ
得
サ
レ

况
ヤ
俗
家
ヲ
ヤ



一

若
他

ノ
請

二
遇

ハ

須
ク
其
請
主

二
教

ヱ

法
儀
ヲ
辨

セ
シ
メ
テ

是

二
赴
ク

ヘ
シ

法

二
依
サ
ル
ノ
請

ハ

能
所
ト
モ
ニ
損

ア

ツ
テ
盆
ナ
シ

辭
シ
テ
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